
教育委員会室

第１ 議案第４８号

第２ 議案第４９号

第１

第２

第３

第４

報告事項

学校職員の出勤簿及び出勤記録整理規程の一部改正について

教 育 委 員 会 日 程

教育委員会関係予算案に関する意見聴取について

令和4年11月11日(金) 午後３時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

令和４年度定期監査（第１回）の結果に基づき区長等が講じた措置の公表
について（資料１）

学校医等の委嘱について（資料４）

寄付者への感謝状の贈呈について（資料２）

第６９回墨田区文化祭教育長賞受賞者への表彰状の贈呈について（資料
３）
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議案第４９号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　学校職員の出勤簿及び出勤記録整理規程の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 11 月 11 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　高齢者部分休業制度の導入に伴い、所要の規定整備をする必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第３号 

教育委員会事務局 

区 立 小 学 校 

区 立 中 学 校 

区 立 幼 稚 園 

学校職員の出勤簿及び出勤記録整理規程（平成１２年墨田区教育委員会訓令第１０

号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和４年１１月 日 

墨田区教育委員会教育長  加 藤 裕 之   

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

別表第１ 

事由 表示 

１～３０ 〔略〕 

３１ 高齢者部分休業 

３２ 育児休業 

３３～５０ 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

 

別表第２ 

事由 表示 

１～３０ 〔略〕 

３１ 高齢者部分休業 

３２ 育児休業 

３３～５１ 〔略〕 

〔略〕 

高部 

育休 

〔略〕 

 

別表第１ 

事由 表示 

１～３０ 〔略〕 

〔新設〕 

３１ 〔同左〕 

３２～４９ 〔略〕 

〔略〕 

 

〔同左〕 

〔略〕 

 

別表第２ 

事由 表示 

１～３０ 〔略〕 

〔新設〕 

３１ 〔同左〕 

３２～５０ 〔略〕 

〔略〕 

 

〔同左〕 

〔略〕 

   

   付 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から適用する。 
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寄付者への感謝状の贈呈について 
 
１ 趣旨 
  矢作恵美子氏から、墨田区教育委員会事務局（吾嬬第二中学校）に対して、

琴外２件の寄付があった。このため、区長感謝状贈呈基準第１項第３号の規

定に基づき、寄付者に対して感謝状を贈呈した。 
 
２ 被贈呈者 

矢作
や は ぎ

 恵美子
え み こ

 
 
３ 寄付物件 

琴   ５面（＠400,000 円） 
琴柱  ５セット（＠5,000 円） 
譜面台 ２台（＠5,000 円） 
総額  ２,０３５,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 寄付物件受領日 
  令和４年９月２８日（水） 
 
５ 贈呈主体 
  墨田区長 
 
６ 贈呈年月日（郵送日：寄付者の希望により郵送した。） 
  令和４年１０月２０日（木） 
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第６９回墨田区文化祭教育長賞受賞者への表彰状の贈呈について 

 

 

１ 趣旨 

墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第３条に基づ

く教育長の臨時代理により、教育長賞を決定し、贈呈した。 

 

２ 事業名 

  第６９回墨田区文化祭 

 

３ 主催者 

  墨田区、墨田区文化連盟 

 

４ 受賞者 

  別紙のとおり 

 

５ 贈呈年月日 

  令和４年１１月３日 

 

６ 根拠規定 

  墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱第２条第１項第５号 
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第６９回墨田区文化祭 教育長賞受賞者一覧 

 

 

書道の部   山川
やまかわ

 久
く

仁
に

 

 

写真の部   鈴木
す ず き

 妙子
た え こ

 

 

珠算の部   池永
いけなが

 心
こ

桜
はる

 

（一部） 

珠算の部   松本
まつもと

 脩
しゅう

志
じ

 

（二部） 

珠算の部    濱
はま

  優
ゆう

菜
な

 

（三部） 

珠算の部   岡部
お か べ

 こゆき 

（四部） 

絵画の部   野村
の む ら

 夫
ふ

佐
さ

恵
え

 

 

水墨画の部  進藤
しんどう

 亮 一
りょういち

 

 

花道の部   五十嵐
い が ら し

 涼
りょう

 

 

 

（珠算の部について） 

 一部・・・小学校４年生以下、５級程度 

 二部・・・小学校５年生、４級程度 

 三部・・・小学校６年生、３級程度 

四部・・・中学生・高校生・一般、２級程度 
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学校医等の委嘱について 

 

１ 趣旨 

令和４年１０月１３日に両国小学校の栗原雅彦歯科医が死去したことに伴

い、その後任について、本所学校歯科医会の推薦に基づき学校歯科医を委嘱し

た。 

学校医等の委嘱は、教育委員会の議決を経る必要があるが、早急に後任者の

委嘱を行わなければならず、教育委員会を招集するいとまがなかったため、教

育長の臨時代理により決定し、委嘱した。 

 

２ 委嘱者 

氏名 職名 学校名 

武井
た け い

 和彦
かずひこ

 学校歯科医 両国小学校 

 

３ 発令年月日 

令和４年１１月１日 

 

４ 委嘱期間 

令和４年１１月１日から令和５年３月３１日まで 

 

５ 発令主体 

墨田区教育委員会 

 

６ 根拠法令 

学校保健安全法第２３条 
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